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「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への 

支援に関するガイドライン」について（周知依頼） 

 

内閣府の消費者委員会が平成 29 年１月 31 日に取りまとめた「身元保証等高

齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」及び平成 29 年３月 24

日に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえ、平成 30 年度

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「医療現

場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態

把握に関する研究」において、医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない

人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）が取りまとめられ、本日、厚生労働省医政局

総務課長から、別添の通り各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部

（局）宛て通知されました。 

ガイドラインでは、少子高齢化の進展によって、認知症等により判断能力が不

十分な人や身寄りがない人の増加といった状況がみられる中で、判断能力や家

族関係がどのような状態となっても、一人の個人としてその意思が尊重され、医
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療が必要なときは安心して医療を受けることができるようにしていくことが重

要とされ、これらの人に対する医療機関の具体的な対応方法が示されています。

認知症等により判断能力が不十分な人や身寄りがない人に対して医療を提供す

るにあたっては、福祉的な支援についても必要となる場合が多いことから、各自

治体における介護保険・高齢者福祉担当部局、障害保健福祉担当部局、成年後見

制度利用促進担当部局、生活保護制度担当部局、生活困窮者自立支援制度担当部

局等の福祉関係部局や、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、権利擁

護支援の地域連携ネットワークの中核機関（権利擁護センター等を含む）、生活

困窮者自立相談支援機関等の関係機関と、医療機関の連携を図ることが重要で

す。各自治体におかれては、ガイドラインの趣旨・内容等について御了知いただ

くとともに、各都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を

除く。）、関係機関及び関係団体等に対して広く周知いただきますようお願いし

ます。 

 

 

 

別添：「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドラインの発出について（通知）」（令和元年６月３日付け医政総発

0603 第１号。厚生労働省医政局総務課長通知） 

 

（照会先） 

○ 本通知について 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成年後見制度利用促進室 

電話：03-5253-1111（内線 2229） 

○ ガイドラインについて 

厚生労働省医政局総務課 

電話：03-5253-1111（内線 4158） 




